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3エグゼクティブサマリ（本書の位置づけ）

◼ 本報告は、2024年に施行された「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律」（以下「本法」）について、
電気通信事業者に求められる実務的な対応と、企業活動への影響を明確化することを目的とする。
⚫ 特に、通信業界が今後直面し得る制度対応を、条文および運用基準に基づき整理する。

◼ 近年、国際環境は複雑化し、従来の軍事的な秘密情報だけでなく、サプライチェーン、重要インフラ、技術情報
等が国家安全保障上の重要情報として扱われるようになっている。

特に日本においては、下記のリスクが顕在化している:
⚫ サプライチェーンリスク（コロナ禍、半導体供給不足等）
⚫ 基幹インフラを対象としたサイバー攻撃
⚫ 先端技術・研究開発情報の海外流出
このような脅威を背景に、政府は安全保障に関連する情報の保護範囲を「特定秘密」から「経済安保分野」へ拡
張する必要性を認識し、本法を制定した。

◼ 本法は単なる情報保護法ではなく、民間企業が国際的な安全保障の枠組みに参加するための制度基盤でもあ
る。特に電気通信事業者は、サイバー防護や脆弱性評価などの事業領域において制度対象となると予想される。

◼ 今後、政府調達、国際共同研究、重要インフラ運用において、適合事業者認定と適性評価取得が参入障壁や競
争優位となる可能性がある。

◼ 本報告書は、これらの制度要点、電気通信事業者の対象業務、必要な社内体制、法的リスクを整理し、今後の対
応検討の基礎資料とするものである。
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4エグゼクティブサマリ（制度の概要）

◼ 「重要経済安保情報」の指定（対象となる情報の範囲）
⚫ 行政機関の長は、我が国の重要インフラや重要物資の供給を守るために必要と認められる情報について、「重要経済安
保情報」として指定する。対象となり得る情報は以下である（※「非公知性」と「秘匿の必要性」を兼ね備えることが要件）
• 外部からの攻撃を想定した防護計画

• 重要インフラの脆弱性情報

• 革新的技術に関する研究成果

• 外国政府・国際機関から提供された安全保障情報

• これらを収集・整理する手法や能力に関する情報

◼ 「適合事業者」制度（企業へのセキュリティ・クリアランス）
⚫ 行政機関は、本法の目的に資する活動を行う事業者に対し、契約に基づき重要経済安保情報を提供できる。その際、事
業者は 「適合事業者」として認定される必要があり、以下の体制整備が求められる：
• 保護責任者、業務管理者の指名

• 重要情報取扱区画（専用室）の設置

• 入退室管理、媒体持出制限、スタンドアローン端末

• 年次教育、内部監査、緊急時対応手順

◼ 「適性評価」制度（従業者へのセキュリティ・クリアランス）
⚫ 重要経済安保情報を取り扱う従業者は 「適性評価」（いわゆるセキュリティ・クリアランス）を受ける必要がある。評価対
象は以下を確認される：
• 犯罪歴、経歴、人間関係、外国との関係、経済状況等

• 評価結果は最大10年間有効（※実務では更新あり）
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5エグゼクティブサマリ（制度の概要）

◼ 罰則規定

⚫ 指定された情報の取扱いの業務に従事する者が漏洩した場合：
5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金刑に処し、またはこれを併科。
未遂犯や過失犯も罰する。（第23条）

⚫ 公益上の必要等により提供された重要経済安保情報を知り得た者が漏らした場合：
３年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰⾦に処し、⼜はこれを併科。

未遂犯や過失も罰する。（第23条）
⚫ 外国の利益若しくは⾃⼰の不正の利益や日本の安全若しくは国⺠の⽣命若しくは⾝体を害
すべき⽤途に使うために、重要経済安保情報を保有する者の管理を害する⾏為によって重
要経済安保情報を取得した場合：
５年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰⾦に処し、⼜はこれを併科。未遂犯も罰する。

⚫ 以上の行いを手伝ったり、煽動した者も刑に課される。
⚫ 国外犯も罰する。 （第27条）
⚫ 以上のような⾏為（過失犯を除く）をした従業者がいる場合：

その⾏為者を罰するほか、その法⼈⼜は⼈に対し、各本条の罰⾦刑を科する。 （第28条）
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6エグゼクティブサマリ（例：電気通信事業者への影響と求められる対応）
◼ 影響

⚫ 電気通信は「重要インフラ15分野」として明確に位置づけられており、本法の運用において対象となりやすい業
態となる可能性がある。留意点として以下が考えられる：

• 「特定秘密」とは異なる制度であるため、事業で生ずる情報が指定対象になり得る可能性。

• 適合事業者認定や適性評価は任意制度だが、事実上の政府調達参加条件となる可能性が高い。

• 下請・委託先（ベンダー・工事会社等）との関係性。

◼ 求められる対応

⚫ 組織対応・社内体制構築：適合事業者認定への備え

• 保護責任者（役員）／業務管理者（CSIRT等）指名

• 重要情報取扱区画（専用室）設置計画 等

⚫ 労務・人事対応：適性評価への備え

• 従業者選定

• 退職者の情報管理強化 等

⚫ 調達・委託管理対応：サプライチェーン対策

• NDA の強化（退職後規定含む）

• 再委託禁止（または報告義務）

• 委託先監査の実施
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7各内容のマッピング

◼重要経済安保情報保護及び活用に関する法律の成立背景と本法の目的（→報告
資料p.9～18）

◼本法の個別具体の内容：

⚫ 「重要経済基盤」とは？（→報告資料p.20～28）

⚫ 「重要経済安保情報」とは？（→報告資料p.29～32）

⚫ 「適合事業者」とは？（→報告資料p.41）

⚫ 「適合事業者」認定プロセス（→報告資料p.42～54）

⚫ 「当該業務を行う者」への適正評価（→報告資料p.56～p.70）
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「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律」の

制定背景と法の目的
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9重要経済安保情報保護活用法の概要

◼ 本法の位置づけと目的

⚫ 本法は、2024年に施行された「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律」（令和六年
法律第二十七号）である。

⚫ 内閣府は「経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度」と言及。
内閣府「重要経済安保情報保護活用法」https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/hogokatsuyou/hogokatsuyou.html

◼ 本法の主眼（二つの柱）

⚫ 民間企業が国内外で活躍できるためのクリアランスホルダー制度の確立。
⚫ 日本における安全保障に係る情報をより強固に保護できる制度の確立。

（高市早苗元経済安全保障担当大臣発言抜粋（2024年4月））

◼ 主眼達成のために本法に定める主要な内容

⚫ 「どのような情報が保護の対象なのか」
⚫ 「どうやってクリアランスホルダーになれるのか」
⚫ 「どのような事業者が対象なのか」
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10法律制定の背景：変化する安全保障を取り巻く環境

◼ 安全保障を取り巻く環境の変化

⚫ 近年の社会は複雑に入り組んでおり、また不安定な状態になってきている。こうした
社会構造において、日本を含む様々な国では、従来の安全保障の捉え方ではなく、経
済活動も国家の安全保障に関連した懸念を示している。
例えば、内閣官房（2021年）「第1回経済安全保障推進会議」https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyo/dai1/gijisidai.html

◼ なぜ経済活動が安全保障と関連？

⚫ 国民の生活基盤として「DX の著しい進展のために基幹インフラ事業の遂行はサイ
バー空間との関係なしには成り立たないものとなっている」。

⚫ 「サプライチェーンが複雑化、グローバル化」している。

⚫ 厳しい安全保障環境（パワーバランスの変化、テロやサイバーなどの新たな脅威）や
地政学的な緊張の高まり。

経済安全保障法制に関する有識者会議「経済安全保障法制に関する提言」（2022年）https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyo/dai2/shiryou2.pdf

外務省「日本の安全保障政策」（2023年）https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/nsp/page1w_000092.html

経済産業省「通商白書2025」（2025年）https://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2025/2025honbun/i1230000.html

経済安全保障推進会議「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な方針」（2022年） https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/doc/kihonhoushin.pdf
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11法律制定の背景：変化する安全保障を取り巻く環境

基幹インフラ事業者

設備

ハードウェア

ソフトウェア

◼ 現在の基幹インフラとサプライチェーンの構造

経済産業省「通商白書2021」（2021年）https://www.meti.go.jp/report/tsuh
aku2021/pdf/02-01-02.pdf をもとに作成。
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12法律制定の背景：変化する安全保障を取り巻く環境

◼ 法律が言及する国際情勢の複雑化と社会経済構造の変化

重要経済安保保護及び活用に関する法律 第一条
「この法律は、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、経済活動に関して行われ
る国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大している中で…」

◼ 以上から何が言えると考えられるのか？

基幹インフラがサイバー空間に依拠しているため、そこで利用されている管理システム等へ
のサイバー攻撃がインフラを停止する可能性がある。

基幹インフラの活動において、設備や運営・管理に必要なものを供給しているサプライチェー
ンは重要な役割を果たしているが、このサプライチェーンの国際化に伴い、外国企業や外国
の影響下にある主体が関与する可能性から、例えば機器やソフトウェアに不正機能（バックド
ア等）が埋め込まれることで、有事に基幹インフラが停止・妨害されるおそれが高まっている。
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13顕在化するリスク（1）：サプライチェーン・リスク

◼ サプライチェーンの脆弱性

⚫ 「経済安全保障法制に関する提言」（2022年）では、「サプライチェーンの脆弱性」がリスクとして挙げられた。

⚫ 例えば、「コロナ渦でサプライチェーンの脆弱性が国民の生命・生活を脅かすリスクが顕在化した」と言及されてお
り、陸海空の物流寸断は国民生活に影響を及ぼす。

サプライチェーンの寸断が起きやすい現状にあることを再確認する機会となった。

サプライチェーンに脆弱性がある場合、製品不達や防衛製品の製造停止など、安全保障に大きな影響を及ぼす。

◼ サプライチェーン・リスクの種類（サイバーセキュリティに関し）

⚫ 具体的には：

• 委託先（委託先のシステムを経由したサイバー攻撃）

• クラウドサービス（クラウドサービスの渉外によるサービス停止）

• ソフトウェア（バックドア型マルウェアが仕込まれる）

以上のようなサプライチェーンに脆弱性があると、それを悪用・利用したサイバー攻撃が原因となり、データ漏洩、
サービス停止、不正操作、さらなる攻撃の踏み台になることもあり、また個人情報や機微情報が漏洩したとなると、
法的責任が問われる可能性もある。

経済安全保障促進会議「経済安全保障法制に関する提言」（2022年）https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyo/dai2/shiryou2.pdf
経済安全保障推進会議「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な方針」（2022年）https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/doc/kihonhoushin.pdf
デジタル庁「政府情報システムにおけるサイバーセキュリティに係るサプライチェーン・リスクの課題整理及びその対策のグッドプラクティス集」（2025年）https://www.digital.go.jp/assets/contents/n
ode/basic_page/field_ref_resources/e2a06143-ed29-4f1d-9c31-0f06fca67afc/a547f9a6/20250630_resources_standard_guidelines_technical_report_01.pdf 
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14顕在化するリスク（2）：基幹インフラへの脅威と技術の流出

◼  基幹インフラへのサイバー攻撃の増大
⚫ 基幹インフラ（重要インフラ）は、「その機能が停止、低下又は利用不可能な状態に陥った場合に、わが
国の国民生活又は社会経済活動に多大なる影響を及ぼすおそれが生じるもの」である。

⚫ 世界各国において、国家の関与が疑われるものを含め、基幹インフラ事業を対象とするサイバー攻撃
事案が多数発生している。

⚫ 先ほど検討した「サプライチェーン・リスク」と関連していると思われる。
国家サイバー統括室「重要インフラ対策関連」（2025）https://www.cyber.go.jp/policy/group/infra/policy.html

◼ 先端・重要技術の流出リスク
⚫ 国家の安全を確保する上で重要となる技術の開発に、これまでよりも多くの分野の経済活動が関係す
るようになった。技術優位性は、経済安全保障上の観点から、我が国の自律性・不可欠性を維持、強化
していく上で、最も不可欠な要素である」。 情報の流出を防ぐ必要がでてくる
経済産業省「技術流出対策ガイダンス 第１版」（2025年）https://www.meti.go.jp/policy/economy/economic_security/guidance.pdf

◼ リスクを踏まえた検討と新制度の必要性
⚫ サプライチェーンや重要インフラに支障をきたすことは、「その態様及び程度によっては、国としての
基本的な秩序の平穏を害する自体、とりわけ我が国の独立と平和、国民の生命及び国民の安全を害す
る」ことに繋がりかねないため、未然防止の枠組みが必要とされた。
経済安全保障推進会議「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な方針」（2022年）https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinho
u/doc/kihonhoushin.pdf
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15経済安全保障における技術の重要性と流出リスク

◼ 国家安全保障と技術革新
⚫ 国家を守る技術開発において、AIや量子などの技術革新が安全保障に影響を与えるため、それを支
える社会・経済インフラやサプライチェーンの安定が不可欠である。

⚫ 技術優位性は、経済安全保障の観点から、日本の自律性・不可欠性を維持、強化する上で最も不可欠
な要素であると同時に、産業界にとっての国際競争の基盤でもある。

◼ 技術を巡る国際的な動向
⚫ 諸外国でも、大規模な研究開発支援や、軍民両用技術（デュアルユース技術）に対する管理強化措置な
ど、技術を巡る施策が強化されている。

⚫ しかし、こうした技術を獲得しようとする動きが加速しており、他国が獲得した情報をもとに攻撃に利
用する可能性もある（「手の内を明かすようなことが起こり得る」）。

◼ 旧体制下の課題
⚫ 官民の重要技術プロジェクトにおいて、デュアルユース技術が今後も多く生まれると見込まれる中で、
一定の信頼性・適性を確認する必要があった。

⚫ 日本の先端技術が管理体制の不備により海外へ流出する事例が多いという意見も見られ、流出リスク
のある技術を持つ企業への対応が重要であると認識されていた。

経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度等に関する有識者会議「経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度等に関する有識者会議（第一
回）議事要旨」 （2023年）https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyo_sc/dai1/gijiyousi.pdf
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16安全保障上のギャップと民間ビジネスの機会損失

◼ 旧法制度（特定秘密保護法）の限界

⚫ 特定秘密保護法は、安全保障上の秘匿性の高い情報を「外交、防衛、スパイ活動防止、テロの防止」の4項目
を目的として保護していた。

⚫ 安全保障の裾野が経済・技術分野に拡大したことにより、秘匿すべき情報の範囲が特定秘密法で規定され
る4項目よりも拡大しつつあった。

◼ 民間企業におけるクリアランス制度の欠如

⚫ 防衛装備品以外の国際共同研究開発や政府調達においても機微情報を扱う可能性が増えたが、民間企業
に適性評価（セキュリティ・クリアランス）を促す制度がなかった。

⚫ その結果、日本の事業者に対する信頼性を確保できず、海外でのビジネスチャンスを失う事例が指摘され
ていた。

◼ 民間企業が直面した実際の問題

⚫ 海外からのビジネス依頼や政府調達において、クリアランスを保有する従業者が社内にいないために、情報
取得や入札への参加ができなかった。

⚫ 日本企業の先端技術が管理体制の不備により海外で流出する事例が多いとの意見も見られた。

経済安全保障推進会議「セキュリティ・クリアランス制度の整備に向けて」（2023年）https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyo/dai4/shiryou1.pdf

経済安全保障推進会議「経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度の整備に向けて」（2024年）https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyo/dai6/
siryou1.pdf
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17重要経済安保情報保護活用法の目的と期待される効果

◼ 法制定の核心的な意図
⚫ 国として守らなければならない情報の範囲が拡大したことにより、そうした情報へアクセスする資格をセ
キュリティ・クリアランスの基本とし、その上で事業者がビジネスを広げていくという産業の視点も考慮する
ことが重要ポイントとされた。

＝本法は、政府の持つ安全保障上重要な情報を適切に共有する制度であり、かつこの適切な情報共有の枠組
みを用いて事業者の経済活動を促進させる意味を持つと考えられる。

経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度等に関する有識者会議 「第一回会議の議論の整理（ポイント）」（2023年）https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyo_sc/dai2/siry
ou1.pdf

経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度等に関する有識者会議「セキュリティ・クリアランス制度について～期待と要望～」（2023年）https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_h
osyo_sc/dai3/siryou3.pdf

経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度等に関する有識者会議 「最終とりまとめ案」（2024年）https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyo_sc/dai10/siryou.pdf

◼ 新法が達成する情報保護の範囲
⚫ この制度（重要経済安保情報保護活用法）を設けることで、特定秘密保護法で守られない経済安保に係る重
要な情報を保護できるようになる。

⚫ 取扱える者の指定には「行政機関及び民間企業に所属する人物」が含まれる。

◼ 期待される対外的な効果
⚫ 海外のセキュリティ・クリアランス対策の基準に立つことで、「行政機関及び民間企業に対してもセキュリ
ティ・クリアランス評価を付与できることを他国に示せる」。

⚫ これにより、国家間・企業間等の機微な情報の交換が可能になる。
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18重要経済安保情報保護活用法への反映

◼ これまでの背景を踏まえ条文を以下のように検討すると：
① サプライチェーンのグローバル化・複雑化、重要インフラへの影響
② 安全保障の裾野が経済活動まで関連してきている。
③ そうした安全保障に影響を及ぼすような立場にある経済活動（＝サプライチェーン・重要インフラ）に関する

情報で、保護する必要があると認められるもの
④ セキュリティ・クリアランス制度を確立した上で、行政-民間で共有できる特定の機微な情報を取り扱うことが

重要である場面（政府委託調査、国際共同研究等）を踏まえて
⑤ そうした情報を指定し、特定の事業者及び限定された者のみで共有できることを定めた

重要経済安保保護及び活用に関する法律 第一条

この法律は、①国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、②経済活動に関して行われる国家及び国民
の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大している中で、③重要経済基盤に関する情報であって我が
国の安全保障（外部からの侵略等の脅威に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。以下同じ。）を確
保するために特に秘匿することが必要であるものについて、④これを適確に保護する体制を確立した上で収集
し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護及び活用に関し、⑤重要経済安保情報
の指定、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者への重要経済安保情報の提供、重要経済安保情
報の取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民
の安全の確保に資することを目的とする。
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「重要経済安保情報」の定義
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20重要経済安保情報の指定プロセスと「重要経済基盤」の定義

◼重要経済安保保護及び活用に関する法律 第一条

…これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、
当該情報の保護及び活用に関し、重要経済安保情報の指定、…

◼ 重要経済安保保護及び活用に関する法律 第二条三、四項

３この法律において「重要経済基盤」とは、我が国の国民生活又は経済活動の基盤となる公共的な役務で
あってその安定的な提供に支障が生じた場合に我が国及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあ
るものの提供体制並びに国民の生存に必要不可欠な又は広く我が国の国民生活若しくは経済活動が依
拠し、若しくは依拠することが見込まれる重要な物資（プログラムを含む。）の供給網をいう。

４この法律において「重要経済基盤保護情報」とは、重要経済基盤に関する情報であって次に掲げる事項
に関するものをいう。

一 外部から行われる行為から重要経済基盤を保護するための措置又はこれに関する計画若しくは研究

二 重要経済基盤の脆弱性、重要経済基盤に関する革新的な技術そのほかの重要経済基盤に関する重要
な情報であって安全保障に関するもの

三 第一号の措置に関し収集した外国（本邦の域外にある国または地域をいう。以下同じ。）の政府または
国際機関からの情報

四 前二号に掲げる情報の収集処理又はその能力
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21重要経済安保情報の指定プロセスと「重要経済基盤」の定義

◼ 重要経済安保保護及び活用に関する法律 第三条一項

行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもの
のうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要である
もの（特別防衛秘密（日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法）及び特定秘密に該当するものを除く。）を
重要経済安保情報として指定するものとする。

◼以上から：

行政機関が、「重要経済安保情報」を保護及び活用できるようにするために「指
定」するわけだが、そこで「何が重要経済安保情報に該当するのか？」が重要と
なる。

そこで本法では、「重要経済安保情報」を指定するにあたり、まず「重要経済基
盤」に関する情報であることを規定している。（重要経済基盤該当性）

「重要経済基盤とは」何か？
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22重要経済安保情報の指定プロセスと「重要経済基盤」の定義

◼重要経済安保情報の指定構造
⚫ 行政機関による重要経済安保情報の指定には、2つのステップがあると考えられる。

⚫ ステップ 1： 情報が「重要経済基盤保護情報」（本法第2条第4項）であるか否かを判
断する。

⚫ ステップ 2： その情報が「重要経済安保情報」（本法第3条第1項）として指定される
か否かを判断する。

◼大前提となる「重要経済基盤」の定義
⚫ 重要経済基盤とは、「我が国にとって重要なインフラと重要な物資のサプライチェー
ンの二つ」を指す。
内閣府「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案の概要」（2025年）https://www.cas.go.jp/jp/houan/240227/siryou1.pdf

⚫ 具体的には、「国民生活又は経済活動の基盤となる公共的な役務の提供体制」と「重
要な物資（プログラムを含む。）の供給網」をいう（重要経済安保情報保護活用法第2
条第3項）。
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◼ 基盤公共役務の提供体制（重要インフラ）の範囲

⚫ 国民生活又は経済活動が依存し、その利用を欠くことにより「広範囲又は大規模な社会的混乱を生ずるなどの経済・社

会秩序の平穏を損なう事態が生じ得るもの」の提供体制を指す。（本法第2条第3項）

内閣府「運用基準」では、以上を「基盤公共役務の提供体制」とする。
内閣府「重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定に関し、統一的な運用を図るための基準の策定について」（2025年）

https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/hogokatsuyou/doc/kijun.pdf

⚫ 例として、経済安全保障推進法に規定する特定社会基盤事業や、サイバーセキュリティ基本法に規定する重要社会基盤

事業者等の営む事業が含まれる。

◼ 内閣府「運用基準」p.4

例えば、基盤公共役務には、経済施策を一体的に講ずることによる安全保 障の確保の推進に関する法律（令和４年法律第43号。以下「経済

安全保障推進法」という。）第50条第１項に規定する特定社会基盤事業や、サイバーセキュリティ基本法（平成26年法律第104号）第３条第１

項及び第12条第２項第３号に規定する重要社会基盤事業者等の営む事業として「重要インフラのサイバーセキュリティに係る行動計画」

（2022年６月17日サイバーセキュリティ戦略本部決定、2024年３月８日改定）別紙１に掲げる重要インフラ事業者等が属する各重要インフ

ラ分野において提供される役務、国の行政機関自身が提供する役務の一部等が含まれる。「基盤公共役務の提供体制」には、基盤公共役務を

提供する事業者（委託先を含む。 以下この節において同じ。）及び行政機関の施設・設備等のほか、事業者及び行政機 関が保有する技術、知

識、データ、人員など、それが侵害された場合に役務の安定的 な提供に支障を及ぼす経営資源全体などが含まれる。

「重要経済基盤」の定義（重要インフラ編）

https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/hogokatsuyou/doc/kijun.pdf


© KDDI Research, Inc.

24「重要経済基盤」の定義（重要インフラ編）

出典：https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/infra/doc/infra_jigyousya.pdf
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◼ 重要物資の供給網（サプライチェーン）の範囲
⚫ 国民の生存に必要不可欠な又は広く我が国の国民生活若しくは経済活動が依拠し、若しくは依拠することが見込まれる重要な

物資（プログラムを含む。）の供給網を指す。（本法第2条第3項）

 内閣府「運用基準」では、以上を「重要物資の供給網」とする。
内閣府「重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定に関し、統一的な運用を図るための基準の策定について」（2025年）
https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/hogokatsuyou/doc/kijun.pdf

⚫ 当該物資の企画・開発から、原材料や部品などの調達、生産、在庫管理、配送、販売、消費までのプロセス全
体を指す。

⚫ 物資が最終消費者に届くまでの「供給の連鎖」全体が重要物資の供給網である。

◼  重要物資の定義

⚫ 重要経済安保情報保護活用法には「重要物資」の具体的な定義はないが、運用基準ではその範囲が示され
ている。

⚫ 経済安全保障推進法第7条に規定する特定重要物資及びその原材料等が対象となる。

⚫ これらに限らず、供給が停止・低下することにより、我が国及び国民の安全を損なうおそれがあるため、供
給網の強靱化や外部依存の低減が特に必要と認められる物資も含まれる。
内閣府「重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者 の認定に関し、統一的な運用を図るための基準の策定について 」（2025年）

cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/hogokatsuyou/doc/kijun.pdf

「重要経済基盤」の定義（サプライチェーン編）
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26「重要経済基盤」の定義（サプライチェーン編）

◼内閣府「運用基準」p.5

「重要物資」とは、例えば、経済安全保障推進法第７条に規定する特定重要物資及び
その原材料等が含まれるが、これに限らず、当該物資の供給が停止又は低下するこ
とにより、我が国及び国民の安全を損なう事態が生ずるおそれがあるため、当該物
資の供給網を強靱じん化する取組又は当該物資の外部への依存を低減する取組な
どを通じて、当該物資の安定供給確保を図ることが特に必要と認められるものが
含まれる。「重要物資の供給網」とは、当該物資の企画・開発から、原材料や部品な
どの調達、生産、在庫管理、配送、販売、消費までのプロセス全体を指し、当該物資
が最終消費者に届くまでの「供給の連鎖」を指す。 
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27サプライチェーン強靱化制度の概要図

出典：https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/supply_chain/supply_chain.html
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28特定重要物資の安定供給確保の取組について

出典：https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/supply_chain/supply_chain.html
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29重要経済基盤保護情報該当性：第一号

◼ 「重要経済安保情報」として該当するには：
⚫ 重要経済基盤に関する情報であり

⚫ 第1号〜第4号に関するもの（重要経済安保情報保護活用法第2条第4項）

この「重要経済基盤保護情報該当性」をみたすことが指定される情報の要件となる。
内閣府「重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者 の認定に関し、統一的な運用を図るための基準の策定について 」（2025年）
cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/hogokatsuyou/doc/kijun.pdf

◼ 第1号の内容：保護措置、計画、または研究
⚫ これは簡潔に言えば、「日本の重要インフラやサプライチェーンへ日本国外から行われるかも
しれない行為に対する保護措置・計画・研究といった『日本の手の内に関する情報』」である。

⚫ 基盤公共役務（重要インフラ）の場合： 施設・設備等の安全確保に関する措置（審査・監督、物
理攻撃・サイバー攻撃への対応）や、役務の安定的な提供体制を維持するための経営資源（技
術、データ、人員等）の保護措置を含む。

⚫ 具体的には、我が国の重要なインフラ事業者の活動を停止又は低下させるようなサイバー攻
撃等の外部からの行為が実施された場合を想定した政府としての対応案の詳細に関する情
報があげられる。

第10回営業秘密官民フォーラム「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律」（2024年）https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/forum/reiwa6/11_240628_CAO.pdf
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30重要経済基盤保護情報該当性：（第2号〜第4号）

◼ 第2号：脆弱性、革新的な技術その他の重要な情報
⚫ これは、重要経済基盤に関する情報であって、外部からの行為の対象になり得る情報である。

⚫ 脆弱性に関する情報： 基盤公共役務の提供体制や重要物資の供給網の脆弱性、例えば重要
物資の外部依存度や供給途絶時の影響の詳細などが含まれる。

◼ 第3号：外国の政府または国際機関からの情報
⚫ 重要経済基盤を保護するための措置に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報で
あり、その漏洩は「我が国の情報保全に関する信頼関係が失われてしまう可能性がある」。

⚫ 具体的には、我が国政府と外国政府とで実施する安全保障に関わる革新的技術の国際共同
研究開発において、外国政府から提供され、当該外国において本法案による保護措置に相当
する措置が講じられている情報があげられる。
第10回営業秘密官民フォーラム「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律」（2024年）https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/forum/reiwa6/11_24
0628_CAO.pdf

◼ 第4号：情報の収集整理またはその能力
⚫ 第2号（脆弱性、技術）及び第3号（外国政府情報）に掲げる情報の収集整理またはその能力に
関する情報である。
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31重要経済安保情報として指定するためのその他要件

◼ 重要経済安保情報の定義（特定秘密との区分）
⚫ 重要経済基盤保護情報のうち、「公になっていないもの」であり、「その漏えいが我が国の安全保障に
支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの」（特別防衛秘密及び特定秘密
に該当するものを除く）が指定される（重要経済安保情報保護活用法第3条第1項）。

 「重要経済基盤保護情報」＋「非公知性」＆「秘匿の必要性」＝「重要経済安保情報」

◼ 指定要件 1：非公知性（内閣府「運用基準」p.7）

⚫ 現に不特定多数の者に知られていないか否かにより判断される。
⚫ 報道機関や外国政府等により公表されている情報と同一性を有する情報は、この要件を満たさない。

◼ 指定要件 2：秘匿の必要性（内閣府「運用基準」p.7）

⚫ 漏えいにより、安全保障のための我が国の施策や取組の「手の内や我が国の能力などが露見し、対抗
措置が講じられ、我が国に対する攻撃が容易となったり、外国の政府等との交渉が困難になったりす
ることとなる」おそれがある場合。

⚫ または、「外国の政府その他の者との信頼関係や我が国の秘密保護に関する信用が損なわれ、今後の
情報収集活動、当該外国の政府等との安全保障協力が滞る」など、安全保障に支障を与える事態が生
じるおそれがあるか否かにより判断される。
内閣府「重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者 の認定に関し、統一的な運用を図るための基準の策定について 」（2025年）cao.go.
jp/keizai_anzen_hosho/hogokatsuyou/doc/kijun.pdf
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32行政機関による情報指定と民間事業者の位置づけ
◼ 行政機関外の情報指定の可能性

⚫ 本法の対象となる情報は「行政機関が保有する情報であることが前提」である。

⚫ しかし、事業者等から提供された情報であっても、要件に該当するものであれば、行政機関の長が重要経済安保情報に
指定することは妨げられない。

◼ 民間企業が提供した情報が指定された場合の留意点

⚫ 事業者から提供された情報が指定された場合でも、その事業者が政府と契約（適合事業者として）を締結していなければ、
法の規定は直接及ばず、当該事業者は適性評価を受けずに情報を扱い続けることが可能であり、漏えいに対する罰則も
及ばない。

◼ 事業者が定義を把握しておくべき理由

⚫ 国と一緒に仕事をしたい業者や、国からの要請で調査を委託された業者、政府間の国際研究に参加したい業者などは、
適合事業者として契約を結ぶこととなる。

⚫ 事業者は、この契約を通じて「行政機関による情報の指定を受ける」可能性や、重要情報を提供する「信頼性」を表面化で
きる（第10条）ため、情報の指定プロセスと定義を理解する必要がある。

内閣府「重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者 の認定に関し、統一的な運用を図るための基準の策定について 」（2025年）cao.go.jp/keizai_
anzen_hosho/hogokatsuyou/doc/kijun.pdf

内閣府「重要経済安保情報保護活用法の運用に関するガイドライン （適合事業者編） （第１版） 」（2025年）cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/hogokatsuyou/doc/jigyousyag
l.pdf

内閣府「重要経済安保情報保護活用法の運用に関するガイドライン （行政機関編） （第１版） 」（2025年）https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/hogokatsuyou/doc
/gyouseigl.pdf
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電気通信事業者への影響
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34重要経済基盤としての電気通信事業者の位置づけ

◼ 重要経済安保情報保護活用法の対象事業者の特定
⚫ 本法は、適合事業者としてどのような事業者が重要経済安保情報を取り扱うのかを具体的に明確に
はしていない。

⚫ そこで、これまでの安全保障に関する政府文書及び本法の運用基準の参照を基に、「重要経済基盤」と
しての電気通信事業者の位置づけを検討する。

◼ 「重要経済基盤」（重要インフラ）としての電気通信事業者
⚫ 本報告書で検討された「基盤公共役務」（＝重要インフラ）は、以下の2つの法令等に基づき示されてい
る：

⚫ 経済安全保障推進法第50条第1項に規定する特定社会基盤事業。
⚫ サイバーセキュリティ基本法第3条第1項及び第12条第2項第3号に規定する重要社会基盤事業者等
の営む事業としての「重要インフラのサイバーセキュリティに係る行動計画」。

⚫ これらの法令等には、「電気通信事業者」が含まれている。

◼ 重要インフラ分野としての情報通信
⚫ サイバーセキュリティ対策本部による「重要インフラのサイバーセキュリティに係る行動計画」（2024
年）では、「情報通信」が重要インフラ分野の一つとして挙げられている。

⚫ この分野には、「主要な電気通信事業者」「主要な地上基幹放送事業者」「主要なケーブルテレビ事業
者」が含まれる。

サイバーセキュリティ対策本部「重要インフラのサイバーセキュリティに係る行動計画」（2024年）https://www.cyber.go.jp/pdf/policy/infra/cip_policy_2024.pdf
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35重要経済基盤としての電気通信事業者の位置づけ

◼ 内閣府「運用基準」p.4～5

基盤公共役務の提供体制 「基盤公共役務」とは、国民生活又は経済活動が依存してい
る役務であって、その利用を欠くことにより、広範囲又は大規模な社会的混乱を生ず
るなどの経済・社会秩序の平穏を損なう事態が生じ得るものや、広範囲又は大規模な
社会的混乱を生じないものであっても、国民の生存に不可欠な役務であって、その代
替が困難であるものなどを指す。例えば、基盤公共役務には、経済施策を一体的に講
ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律（令和４年法律第43号。以下「経
済安全保障推進法」 という。）第50条第１項に規定する特定社会基盤事業や、サイバー
セキュリティ基本法（平成26年法律第104号）第３条第１項及び第12条第２項第３号
に規定する重要 社会基盤事業者等の営む事業として「重要インフラのサイバーセキュ
リティに係る行動計画」（2022年６月17日サイバーセキュリティ戦略本部決定、
2024年３月８日改定）別紙１に掲げる重要インフラ事業者等が属する各重要インフラ
分野において提供される役務、国の行政機関自身が提供する役務の一部等が含まれ
る。「基盤公共役務の提供体制」には、基盤公共役務を提供する事業者（委託先を含む。 
以下この節において同じ。）及び行政機関の施設・設備等のほか、事業者及び行政機関
が保有する技術、知識、データ、人員など、それが侵害された場合に役務の安定的な提
供に支障を及ぼす経営資源全体などが含まれる。
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36重要経済基盤としての電気通信事業者の位置づけ

◼ 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第50条

出展：https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/doc/gaiyo.pdf
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37重要経済基盤としての電気通信事業者の位置づけ

◼重要インフラのサイバーセキュリティに係る行動計画 別紙１

出展：https://www.cyber.go.jp/pdf/policy/infra/cip_policy_2025.pdf
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38電気通信事業者が行う事業と重要経済安保情報の関連性

◼ 電気通信事業者が行うセキュリティ対策
⚫ 情報の機密性や完全性等を保護する観点から、ネットワークのセキュリティを確保することが求められ
る。

⚫ 具体的な対策には、専用線や暗号技術の活用、IPv6に関するセキュリティ対策の実施、ネットワークの
分離、ログ取得及び監視によるサイバー攻撃の検知等が含まれる。

◼ DDoS攻撃対策と観測能力の向上
⚫ 「社会全体のDDoS攻撃の脅威は依然高く、電気通信事業者によるDDoS攻撃の観測・対処能力のさ
らなる向上が必要」と指摘されている（サイバーセキュリティ2025年次報告）。

⚫ 2025年次の計画として、電気通信事業者全体でのフロー情報分析を用いたサイバー攻撃の観測能力
の向上を図ることが掲げられている。
サイバーセキュリティ戦略本部「サイバーセキュリティ2025 （2024 年度年次報告・2025年度年次計画 」（2025年）https://www.cyber.go.jp/pdf/policy/kihon-
s/cs2025.pdf

◼ 電気通信事業者が関与する活動と情報の指定
⚫ これらの活動は、重要経済安保情報保護活用法第2条第4項に該当する「外部から行われる行為から
重要経済基盤を保護するための措置又はこれに関する計画若しくは研究」を行う可能性があると考え
られている。

⚫ したがって、こうした事業を進めるうえで獲得した情報は、「重要経済安保情報」として指定されること
も考えられる。
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39政府からの委託調査と適合事業者としての位置づけ

◼ 脆弱性調査と連携体制の構築
⚫ NICT（情報通信研究機構）が行うIoT機器の脆弱性調査について、「法改正を踏まえ、調査
対象の拡充や電気通信事業者やメーカー等の関係者間における連携体制の構築等により、
脆弱性のあるIoT機器の対策を推進する」ことが計画されている。

◼ 「適合事業者」となる可能性
⚫ 電気通信事業者が、NICTのような法人と連携した調査を進めることがある場合、政府から
の委託による脆弱性調査も視野に入れた事業を行うことが想定される。

⚫ この場合、政府と契約を結び「適合事業者」として、重要経済安保情報に該当する情報を保有
させられることが想定されるため、準備が重要である。

◼ 適合事業者として情報を取り扱う条件
⚫ 「適合事業者」とは、「我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者」であり、重要経済
安保情報の提供や保有を受けるためには、まず適合事業者として認められなければならな
い。

⚫ 適合事業者となることで、重要経済安保情報の提供や、自社の保有する情報が重要経済安保
情報として指定・保有されることが可能になる。
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40適合事業者に求められる認定要件

◼ 認定の原則
⚫ 適合事業者の認定は、「行政機関としての重要経済安保情報の提供の必要性の判断が契機」
であり、「Need to Know の原則（知る必要がある者のみに情報を開示する原則）」を満た
さない事業者に対しては認定がなされることはない。

◼ 認定される場合の要件（政府が保有する情報を提供される場合）
⚫ 以下の活動の促進を図る事業者であることが条件となる：

• 重要経済基盤の脆弱性の解消。
• 脆弱性及び革新的な技術に関する調査及び研究の促進。
• 重要経済基盤保護情報を保護するための措置の強化。

◼ 認定を受けるための手順（適合事業者の義務）
⚫ 適合事業者として認められるためには、行政機関と契約を締結する（法第10条第1項、第2
項）前に、保護責任者の指名基準、従業員への教育内容、重要経済安保情報取扱区画（重要経
済安保情報を取り扱う場所）の設置等、運用基準に掲げられた14項目の体制を整備すること
が求められる。

⚫ これらの基準を満たしているか、株主や役員の状況に外国の支配・影響がないか等について
行政機関による審査が行われる。
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適合事業者と管理体制
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42適合事業者：重要経済安保情報の取り扱いを認められる主体

◼ 重要経済安保保護及び活用に関する法律 第一条

この法律は、…当該情報の保護及び活用に関し、重要経済安保情報の指定、我が国の安全保障の確保に資する活動を行
う事業者への重要経済安保情報の提供、重要経済安保情報の取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、そ
の漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。

◼ 重要経済安保保護及び活用に関する法律 第十条第一項

重要経済安保情報を保有する行政機関の長は、重要経済基盤の脆弱性の解消、重要経済基盤の脆弱性及び重要経済基
盤に関する革新的な技術に関する調査及び研究の促進、重要経済基盤保護情報を保護するための措置の強化その他の
我が国の安全保障の確保に資する活動の促進を図るために、当該脆弱性の解消を図る必要がある事業者又は当該脆弱
性の解消に資する活動を行う事業者、当該調査若しくは研究を行う事業者又は当該調査若しくは研究に資する活動を行
う事業者、重要経済基盤保護情報を保有する事業者又は重要経済基盤保護情報の保護に資する活動を行う事業者その
他の我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者であって重要経済安保情報の保護のために必要な施設設備を
設置していることその他政令で定める基準に適合するもの（次条第四項を除き、以下「適合事業者」という。）に当該重要
経済安保情報を利用させる必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該重
要経済安保情報を提供することができる。ただし、当該重要経済安保情報を保有する行政機関以外の行政機関の長が当
該重要経済安保情報について指定をしているとき（当該重要経済安保情報が、第六条第一項の規定により当該保有する
行政機関の長から提供されたものである場合を除く。）は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければなら
ない。
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43適合事業者：重要経済安保情報の取り扱いを認められる主体

◼ 重要経済安保保護及び活用に関する法律 第十条第二項

行政機関の長は、当該行政機関の長が保有していない情報であって、当該行政機関の長
がその同意を得て適合事業者に行わせる調査又は研究その他の活動により当該適合事
業者が保有することが見込まれるものについて指定をした場合において、前項本文に規
定する目的のために当該情報を当該適合事業者に利用させる必要があると認めたとき
は、当該適合事業者に対し、当該情報について指定をした旨を通知するものとする。この
場合において、当該行政機関の長は、当該適合事業者との契約に基づき、当該指定に係
る情報を、当該適合事業者に重要経済安保情報として保有させることができる。

◼ 以上を踏まえると：

「重要経済安保情報」を指定する過程において、行政機関が持っている、安全保障に
関する情報の提供を当該情報として指定したうえで事業者にする必要がある場合、
又は事業者が保有し得る安全保障に関する情報を指定するためには、事業者は「適
合事業者」としての契約を行政機関と結ぶことが求められる。
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44適合事業者：重要経済安保情報の取り扱いを認められる主体

◼適合事業者の定義と役割

⚫ 適合事業者とは、「我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者」であり、重
要経済安保情報の提供や、当該情報の保有を受ける事業者が適合事業者として認め
られる必要がある（本法第1条）。

⚫ 従業者がセキュリティ・クリアランス（適性評価）の保有者となる前提として、まずその
者の所属する企業が「適合事業者」であることが確認される（法第10条第1項）。

◼適合事業者の認定がなされるための大原則

⚫ 適合事業者の認定は、行政機関が重要経済安保情報を「提供する・保有させる必要性
の判断が契機」となる。

⚫ 「Need to Know の原則（知る必要がある者のみに情報を開示する原則）」を満た
さない事業者に対しては、適合事業者の認定はなされない。
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45適合事業者の二つのパターンと認定プロセス

◼ パターン 1：政府がすでに保有する情報を提供する場合
⚫ 行政機関がすでに保有する重要経済安保情報を、事業者が適合事業者として認定されたう
えで提供される場合である。

⚫ 事業者は、重要経済基盤の脆弱性の解消や、その調査研究の促進などに資する活動を行う者
であることが条件となる。

◼ パターン 2：事業者が保有する情報が指定される場合
⚫ これから実施する調査または研究（調査研究等）によって、重要経済安保情報の要件に該当
する情報が発生することが見込まれる場合。

⚫ 法第10条第2項は、「行政機関が、重要経済安保情報に該当する情報をこうした委託によっ
て生成しようとする場合のために設けられたもの」である（調査研究実施に係る同意必要）。
内閣府「重要経済安保情報保護活用法の運用に関するガイドライン （行政機関編） （第１版） 」（2025年）https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/hogokatsuyou/do
c/gyouseigl.pdf

◼ 認定プロセスと応諾の義務
⚫ 行政機関が適合事業者の候補を選定し、提案を行うのが原則的なプロセスである。
⚫ 事業者に適合事業者となる応諾の義務はない。事業者からの認定申請があった場合でも、行
政機関が情報提供の必要性を認めない限り、手続きは開始されないことに留意が必要であ
る
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46適合事業者の二つのパターンと認定プロセス

出展：https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/hogokatsuyou/doc/kijun_gaiyo.pdf
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47認定前の事業者の選定

◼ 政府がすでに保有する情報を提供する場合

⚫ 内閣府「運用基準」（p.35～）：

⚫ 以下の活動の促進を図る事業者であることが条件となる：

• 重要経済基盤の脆弱性の解消

• 重要経済基盤の脆弱性及び革新的な技術に関する調査及び研究の促進

• 重要経済基盤保護情報を保護するための措置の強化

• その他の我が国の安全保障の確保に資する活動の促進を図るために必要

⚫ 適合事業者として選定される前に、事業者への事前の情報提供がなされる。

⚫ 他の行政機関から提供をうけた重要経済安保情報を提供する場合は、当該他行政機関からの同意を得なければならない。

◼ 事業者が保有する情報が指定される場合

⚫ 内閣府「運用基準」（p.38～）：

⚫ 行政機関が保有していない情報であって、これから実施する調査又は研究その他の活動（調査研究等）によって、重要経済安保情報の要
件に該当する情報が発生することが見込まれる状況において、事業者に調査研究等を実施させることが：

• 重要経済基盤の脆弱性の解消

• 重要経済基盤の脆弱性及び革新的な技術に関する調査及び研究の促進

• 重要経済基盤保護情報を保護するための措置の強化

• その他の我が国の安全保障の確保に資する活動の促進を図るために必要

⚫ 適合事業者として選定される前に、事業者への事前の情報提供がなされる。

⚫ 調査研究を通じ重要経済安保情報を保有させる場合の、調査研究実施にあたる同意の取得。
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48選定後のプロセス：認定申請書の提出

出展：cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/hogokatsuyou/doc/kijun.pdf

◼内閣府「運用基準」（p.120～）

◼認定申請書の提出

⚫ 行政機関の長は、適合事業者とし
ての認定のために、事業者に対し、
必要事項を記載 し、又は記録した
別添12の「認定申請書」（当該申請
書に記載すべき事項を記録した電 
磁的記録を含む。以下「申請書」と
いう。）の提出を求めるものとする。

⚫ 認定申請書を受けた事業者は、審
査に入る。
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49選定後のプロセス：認定に向けた14項目の審査

◼ 適合事業者への審査（内閣府「運用基準」（p.35～36））
適合事業者の認定に際し、事業者から認定申請書を受けた行政機関は、重要経済安保情報を適切に保護
することができると認められるかどうかを審査するものとする。 

◼ 適合事業者に求められる体制整備
⚫ 適合事業者として契約（法第10条第1項、第2項）を締結する前に、事業者は「運用基準」に掲げられた

14項目の体制を整備することが求められる。

◼ 例1：主要な組織体制と教育
⚫ 保護責任者の指名基準及び指名手続：重要経済安保情報の保護の全体の責任を有する者を定める。
⚫ 管理者の指名基準及び職務内容：重要経済安保情報を取り扱う場所において、保護に関する業務を管
理する者を定める。

⚫ 従業者に対する教育の実施：重要経済安保情報の保護に関する教育の実施内容及び方法を定める。

◼ 例2：情報及び区画の取り扱いに関する制限
⚫ 重要経済安保情報取扱区画の設置：重要経済安保情報を取り扱う場所において必要な施設設備の設
置手続きを行う。

⚫ 取扱者や情報の制限：重要経済安保情報を取り扱う従業者の範囲の決定基準、取扱うことができない
者には情報を提供しないこと、情報の伝達方法の制限、取扱いの業務の状況の検査に係る手続きなど
を定める。



© KDDI Research, Inc.

50選定後のプロセス：14項目の審査

◼ 内閣府「運用基準」（p.35～36）

① 事業者において、重要経済安保情報の保護の全体の責任を有する者（以下「保護責任者」という。）の指名基準及び指名手続

② 重要経済安保情報を取り扱う場所において、当該重要経済安保情報の保護に関する業務を管理する者（以下「業務管理者」という。）の指名基準及び指名手続並
びに その職務内容 

③ 従業者に対する重要経済安保情報の保護に関する教育の実施内容及び方法 

④ 重要経済安保情報の保護のために必要な施設設備の設置に係る手続 

⑤ 重要経済安保情報の取扱いの業務を行う従業者の範囲の決定基準及び決定手続 

⑥ 重要経済安保情報を取り扱うことができない者には重要経済安保情報を提供してはならないこと 

⑦ 重要経済安保情報を取り扱うことができない者は、重要経済安保情報を提供することを求めてはならないこと

⑧ 重要経済安保情報を取り扱う場所への立入り及び機器の持込みの制限に係る手続及び方法 

⑨ 重要経済安保情報を取り扱うために使用する電子計算機の使用の制限に係る手続及び方法 

⑩ 重要経済安保情報文書等（施行令第４条に規定する重要経済安保情報文書等をいう。以下同じ。）の作成、運搬、交付、保管、廃棄その他の取扱いの方法の制限に
係 る手続及び方法 

⑪ 重要経済安保情報の伝達の方法の制限に係る手続及び方法 

⑫ 重要経済安保情報の取扱いの業務の状況の検査に係る手続及び方法 

⑬ 重要経済安保情報文書等の奪取その他重要経済安保情報の漏えいのおそれがある 緊急の事態に際し、その漏えいを防止するために他に適当な手段がないと認
められ る場合における重要経済安保情報文書等の廃棄に係る手続及び方法 

⑭ 重要経済安保情報文書等の紛失その他の事故が生じた場合における被害の発生の防止その他の措置に係る手続及び方法
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51適合事業者の認定審査基準

◼ 認定審査の実施

⚫ 行政機関は、適合事業者が運用基準に掲げられた14項目を満たしているか、また以下の4つの基準を充足しているか審査を行う。

◼ 審査基準 1：外国からの支配・影響の排除

⚫ 事業者における株主や役員の状況に照らして、当該事業者の意思決定に関して外国の所有、支配又は影響がないと認められるかどうか

 内部のガバナンス体制の確立（内閣府「重要経済安保情報保護活用法の運用に関するガイドライン（適合事業者編）」p.3-4）

◼ 審査基準 2：責任者の知識と地位

⚫ 保護責任者や業務管理者として指名される者が、業務を適切に行うための必要な知識を有しており、その職責を全うできる地位にある

と認められるかどうか。

 保護責任者や業務管理者の選定（内閣府「重要経済安保情報保護活用法の運用に関するガイドライン（適合事業者編）」p.4）

◼ 審査基準 3・4：教育と施設設備の有効性

⚫ 従業者への教育内容が知識を的確に習得できるものであり、継続的に実施されることになっているかどうか。

⚫ 重要経済安保情報取扱区画の施設設備が、立入りや機器の持込みの制限に関して有効な機能及び構造を有しているかどうか、現地確認

等を含めて審査する。

 教育資料の作成と教育の実施、施設設備の整備（内閣府「重要経済安保情報保護活用法の運用に関するガイドライン（適合事業者

編）」p.5）
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◼ 運用基準・ガイドラインで求められる施設設備
⚫ 適合事業者は、重要経済安保情報の保護のために必要な施設設備の設置に係る手続きを定める必要
がある（運用基準の14項目の④に該当）。

⚫ 特に、重要経済安保情報を取り扱う場所（重要経済安保情報取扱区画）において、必要な施設設備が設
置され、立入制限や機器持込制限等のルールが適切に運用されていることが求められる。

◼ 具体的な制限措置の例
⚫ 立入制限： 入場時に職員証による認証がなされ、適合事業者の従業者以外の者の入場が制限されて
いること。

⚫ 敷地全体の制限： 敷地全体の周囲を金網等で囲み、入退管理システムを構築することなどが例として
挙げられる。

◼ 電磁的記録の取り扱い
⚫ 重要経済安保情報を電磁的記録で取り扱う場合は、生体認証等により、取扱いを認められた者のみが
アクセス可能となるようアクセス制限を講じたスタンドアローン（独立した）またはインターネットに接
続していない電子計算機が設置されていること。

⚫ 当該電子計算機について、適合事業者が定める情報セキュリティポリシーに厳格に従った最新のサイ
バーセキュリティ措置が取られている必要がある。

適合事業者の認定審査基準：施設設備と物理的セキュリティ
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53適合事業者としての契約終了と対外的な公表の留意点

◼契約の終了または継続
⚫ 適合事業者が契約を締結した後、当該重要経済安保情報が指定解除や有効期間の満
了等により存在しなくなった場合、行政機関と協議の上、契約の終了または継続が決
定されることになる。

⚫ 特段の事情変更がない場合、改めて適合事業者の認定を要することなく、新規の契
約締結や既存契約の改定により、別の重要経済安保情報の提供を受けることは可能
である。

◼適合事業者であることを対外的に公表することの留意点
⚫ 適合事業者に認定された事業者が、自らが適合事業者であることを対外的に公表す
ることや第三者に開示することは、法的に禁止されている行為ではない。

⚫ しかし、「当該事業者が重要経済安保情報を取り扱っていることを表明していること
になる」ため、それを契機に、当該事業者が情報漏えいの働き掛けを受ける対象とな
り得る点に十分留意する必要があると考えられる。
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54適合事業者の選定実務と公表の留意点

◼適合事業者認定プロセス（行政機関側の視点）

⚫ 適合事業者の候補は、行政機関が選定し、当該事業者に対して提案を行うことが原則
的なプロセスである。

⚫ 事業者には適合事業者となる応諾の義務はない。

◼事前調整のない申請への対応（相談への移行）

⚫ 行政機関が事前の調整を行っていない事業者から認定申請書が提出された場合、情
報提供の必要性を認めない限り、認定申請の手続きは開始されない。

⚫ この場合、認定手続を進めず、「事業者からの相談」があったものとして取り扱うこと
が相当である。
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適性評価の実務
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56適性評価の目的と基本原則

◼ 重要経済安保保護及び活用に関する法律 第十一条第一項

重要経済安保情報の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事
業者に当該重要経済安保情報を提供し、若しくは保有させる行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部
長が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の規定による適性評価（第十三条第一項（第十五条第二項
において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による評価対象者（次条第二項に規定する評価対象者をい
う。同条第一項第一号イ及び第二号において同じ。）への通知があった日から十年を経過していないものに限
る。）において重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者（次
条第一項第三号又は第十五条第一項第三号に掲げる者として次条第三項（第十五条第二項において読み替え
て準用する場合を含む。）の規定による告知があった者（次項において「再評価対象者」という。）を除く。）でな
ければ行ってはならない。

◼ これまで「民間企業と重要経済安保情報の指定」について説明してきた。

適合事業者は、重要経済安保情報として認定された情報を取り扱う（提供される、保有することの両方に
関し）契約を結ぶ。ここで、適合事業者として重要経済安保情を保有又は提供を受ける旨の契約を締結し
た事業者に所属する者が、重要経済安保情報を取り扱うことが見込まれ、そこで適性評価が実施される。

（適合事業者として認定 当該事業者の従業者（指定情報を取り扱い業務を行う）への適性評価）
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57適性評価の目的と基本原則

◼適性評価の意義
⚫ 適性評価は、適合事業者が重要経済安保情報を保有又は提供を受ける契約を締結し
た後に、当該情報を取り扱う業務を行うことが見込まれる者に対して実施される。

⚫ この評価により、重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合に、情報漏洩のお
それがないと認められた者でなければ業務を行ってはならないと法定されている
（法第11条）。

◼評価の有効期間
⚫ 評価の有効期間は、通知があった日から10年間を経過していないものに限られる。

⚫ ただし、特定秘密直近適性評価認定者であった場合は、5年を経過した後に再評価の
対象となる。

◼適性評価実施における基本原則
⚫ 評価の実施においては、基本的人権の尊重、プライバシーの保護が求められる。

⚫ 調査事項以外の調査の禁止や、評価結果の目的外利用の禁止も定められている。
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58適性評価を受ける者（評価対象者）の基準

◼重要経済安保保護及び活用に関する法律 第十二条第一項

行政機関の長は、次に掲げる者について、その者が重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについて
の評価（以下「適性評価」という。）を実施するものとする。

一 当該行政機関の職員（当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長を含む。次号において同じ。）又は当該行政機関との
第十条第一項若しくは第二項の契約（同号において「契約」という。）に基づき重要経済安保情報の提供を受け、若しくは重要経済安
保情報を保有する適合事業者の従業者として重要経済安保情報の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者であって、
次に掲げるもの以外のもの

イ 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認
められた者（第三号において「直近適性評価認定者」という。）のうち、当該適性評価に係る次条第一項の規定による評価対象者への
通知があった日から十年を経過していないものであって、引き続き当該おそれがないと認められるもの

ロ 当該行政機関の長が実施した特定秘密直近適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認め
られた者（以下この項において「特定秘密直近適性評価認定者」という。）のうち、当該特定秘密直近適性評価に係る特定秘密保護法
第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過していないものであって、引き続き当該おそれがないと認められるもの

二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき重要経済安保情報の提供を受け、若しくは重要経済安保情報を保有する適合事
業者の従業者として重要経済安保情報の取扱いの業務を現に行う者であって、当該行政機関の長が直近に実施した適性評価に係る次条
第一項の規定による評価対象者への通知があった日から十年（特定秘密直近適性評価認定者である者にあっては、当該行政機関の長が
実施した特定秘密直近適性評価に係る特定秘密保護法第十三条第一項の規定による通知があった日から五年）を経過した日以後重要経
済安保情報の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれるもの

三 直近適性評価認定者又は特定秘密直近適性評価認定者であって、引き続き重要経済安保情報を漏らすおそれがないと認めることについ
て疑いを生じさせる事情があるもの
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59適性評価を受ける者（評価対象者）の基準

◼ 重要経済安保保護及び活用に関する法律 第十二条第二項

適性評価は、適性評価の対象となる者（以下「評価対象者」という。）について、次に掲げる事項についての調査（以下この条
及び第十六条第一項において「適性評価調査」という。）を行い、その結果に基づき実施するものとする。

一 重要経済基盤毀損活動（重要経済基盤に関する公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を
与えるおそれがあるものを取得するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、重要経
済基盤に関して我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるもの並びに重要経済基盤に支障を生じ
させるための活動であって、政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人を当該主義主張に従わせ、又は社会
に不安若しくは恐怖を与える目的で行われるものをいう。）との関係に関する事項（評価対象者の家族（配偶者（婚姻の
届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。）、父母、子及び兄弟姉
妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。）及び同居人（家族を除く。）の氏名、
生年月日、国籍（過去に有していた国籍を含む。）及び住所を含む。）

二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項

三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項

四 薬物の濫用及び影響に関する事項

五 精神疾患に関する事項

六 飲酒についての節度に関する事項

七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項
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60適性評価を受ける者（評価対象者）の基準

◼重要経済安保保護及び活用に関する法律 第十二条第三項

適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象
者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。ただし、第七項の規
定の適用を受けて実施する場合においては、当該告知をすることを要しない。

一 前項各号に掲げる事項について適性評価調査が行われる旨

二 適性評価調査を行うため必要な範囲内において、第六項の規定により質問さ
せ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨

三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨
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61適性評価を受ける者（評価対象者）の基準

出展：https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/hogokatsuyou/doc/kijun_gaiyo.pdf
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62適性評価を受ける者（評価対象者）の基準

◼ 新たな評価対象者の定義
⚫ 適性評価を受ける従業者(=評価対象者)は、行政機関との契約に基づき情報を保有する適合事
業者の従業者として、重要経済安保情報の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれる者
である。（本法第12条第1項）

⚫ 例として、人事異動や担務変更により、新しく当該業務を行うことになった者が該当する。

◼ 評価の不要なケース
⚫ 同一行政機関からすでに別の重要経済安保情報の取扱いを認められている者など、再実施
までの期間（原則10年）が残存している者は、新たに評価を受ける必要がない。

⚫ 「従業者」には、代表者、代理人、使用人、及び適合事業者への派遣労働者が含まれる。

◼ 疑いによる再評価の実施
⚫ 直近の適性評価認定者であっても、「引き続き重要経済安保情報を漏らすおそれがないと認
めることについて疑いを生じさせる事情がある」場合は、改めて適性評価が実施される。

⚫ 例えば、裁判所からの給与の差し押さえ通知により借財の発生を上司が知り得た場合などが
「疑いを生じさせる事情」の例である。
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◼ STEP０: 評価対象者の選定
⚫ 適合事業者において、適性評価を受けさせる従業者を選定し、候補者名簿に必要事項を記入した上で、重要経済安保情報管理
者（行政機関の者）に提出する必要がある。

⚫ 法第12条1項でもあるよう、評価対象者は「従業者として重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせようとする者」に限定され
る。

⚫ ここでいう「重要経済安保情報の取扱い」とは：

• 重要経済安保情報である情報を記録する文書、 図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件の作成、運搬、交付、保管、 
廃棄その他の取扱い及び重要経済安保情報の伝達に係る事務をいう。

⚫ ここでいう「業務」とは：

• 人の社会生活上の地位に基づいて反復・継続される行為を意味する。そのため、重要経済安保情報の取扱いの業務を行う者は、重要経済
安保情報を取り扱うこと自体を担当業務とされれば、重要経済安保情報を取り扱うことの頻度、程度や、重要経済安保情報を取り扱うこ
とが常態的であることは必ずしも必要とされるものではない。

⚫ 選定した候補者に対しては、適性評価の概要やプロセスなどを、説明書などを用いながら説明した上で、候補者名簿に掲載する
ことの同意を得ることが必要である。同意を取得できなかった場合には、候補者名簿には掲載できず、適性評価を受けさせる
ことはできない。

⚫ 重要経済安保情報管理者は、適性評価実施にするために、その従業者として重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせようと
する者について、その者の氏名、生年月日、所属する部署、役職名その他の必要な情報を、当該適合事業者から提出させるもの
とする。

⚫ こうした情報を得る場合には、当該従業者から同意を得る必要がある。なお、当該従業者が派遣労働者である場合には、適合事
業者は、その旨を、当該派遣労働者を雇用する事業主に対して通知する。
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◼提出の求められる同意書と不同意書のひな形

出展：https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/hogokatsuyou/doc/kijun.pdf



© KDDI Research, Inc.

65適性評価の調査プロセス

◼ STEP 1：質問票の提出

⚫ STEP０で選定され、候補者名簿に載る同意を提出し、行政機関から「重要経済安保情報を取り扱うことが
見込まれる者」とされた者は、評価対象者として行政機関から質問票の提出が求められる。

⚫ 行政機関から評価対象者へ質問票が送付される。

⚫ 質問票には、家族や同居人の情報、評価者の犯罪・懲戒の経歴、信用状態などの経済的な状況に関する事項
が含まれる。

⚫ 評価対 象者本人のプライバシーに関する情報が多く含まれるものであり、その上司等が質問票に 記入した
内容の開示を求めることは許容されない。

◼ STEP 2：関係者への調査と面接

⚫ 評価対象者の上司や人事担当課の職員等、職務の遂行状況をよく知る者に対し、調査票の提出が求められ
る。

⚫ 質問票に記載された事項について疑問が生じた場合、評価対象者本人に対する面接が実施される。

◼ STEP 3：追加調査と結果通知

⚫ 面接を実施しても疑問が解消されない場合は、公務所または公私の団体に照会して必要な報告を求める。

⚫ これらの調査を経て、内閣府による適性評価調査の結果が通知される。
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◼質問票のひな形

出展：https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/hogokatsuyou/doc/kijun.pdf
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◼ 総合的な判断

⚫ 評価対象者の個別具体的な事情を考慮し、重要経済安保情報を漏らすおそれがないかどうかを総合的に判断す
る。

⚫ 評価の視点として、自発的な漏洩のおそれ、働き掛けを受けた場合の影響のおそれ、および過失による漏洩のお
それが加味される。

◼ 行政機関が重視する7つの視点（内閣府「運用基準」（p.25～26））

⚫ 行政機関の長は、情報を適正に管理できるか、規範を遵守して行動できるか、職務に対し誠実に取り組めるかな
ど、以下の7つの視点から評価するものとする。

• ①情報を適正に管理できるか

• ②規範を遵守して行動できるか

• ③職務に対し誠実に取り組めるか。

• ④情報を自ら漏らすような活動に関わることがないか

• ⑤自己を律して行動できるか。 

• ⑥情報を漏らすよう働き掛けを受けた場合にこれに応じるおそれが高い状態にないか

• ⑦職務の遂行に必要な注意力を有しているか。

◼ 評価項目の具体例

⚫ 評価項目には、重要経済基盤毀損活動との関係、犯罪・懲戒の経歴、薬物の濫用、信用状態その他の経済的な状況
などが含まれる。
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◼事後報告の義務
⚫ 適性評価を受けた適合事業者の従業員は、行政機関の長との契約に基づき、「引き続
き重要経済安保情報を漏らすおそれがないと認めることについて疑義が生じた」場
合など、特定の事情が発生した場合は速やかに行政機関に報告する必要がある。

◼報告すべき事情の例
⚫ 報告すべき事情には、外国籍の者と結婚するなど外国との関係に大きな変化があっ
たこと、経済的な問題を抱えていると疑われる状況に陥ったこと（給与差押命令な
ど）、または違法な薬物の取扱いを行ったことなどが挙げられる。

⚫ 報告を受けた行政機関から通知があった場合、適合事業者は、当該従業員が重要経
済安保情報の取扱いの業務を行うことのないよう必要な措置を講じなければならな
い。
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◼個人情報保護の徹底

⚫ 適合事業者は、適性評価の実施に際して取得した評価対象者の個人情報を適切に管
理することが契約で義務付けられる。

⚫ 評価対象者が同意をしなかった事実や評価結果は、重要経済安保情報の保護以外の
目的のために利用し、又は提供してはならない

◼利用および提供の制限

⚫ 以下の情報は、重要経済安保情報の保護以外の目的のために利用し、又は提供して
はならないことが契約で定められる：

⚫ 評価対象者が（名簿への掲載や適性評価の実施に）同意をしなかった事実。

⚫ 適性評価の結果が通知されていないこと、または適性評価の結果自体。

⚫ その他、適性評価の実施に当たって取得する個人情報。
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◼ 適性評価の対象者範囲（「従業者」の拡大解釈）
⚫ 適性評価は、現職の従業者だけでなく、重要経済安保情報を取り扱う条件で採用される求職者に対しても行うこ
とが可能である。

⚫ 「従業者」には、代表者、代理人、使用人その他の従業者として、適合事業者への派遣労働者が含まれる。

◼ 派遣労働者に関する特殊な義務
⚫ 適合事業者は、派遣労働者を名簿に含める場合、その旨を雇用主（派遣元）に対して通知する必要がある。
⚫ 名簿への掲載に係る「同意」取得に関し、派遣労働者に重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせようとする場
合には、労働者派 遣契約においてその旨を明記することが必要になるが、労働者派遣契約において、「（派遣先で
の業務が）指定情報を取り扱う業務になること」や、適性評価に係る業務制限といった制限を加えることは、許容
される。しかし、労働者派遣法第26条第６項との整合性を保つために、候補者名簿への掲載のため の説明や同
意の取得を行うタイミングは、労働者派遣法第35条により派遣元事業主から派 遣対象労働者の通知があった後
である必要がある。

⚫ 派遣労働者について事後報告すべき事情（経済的な問題など）があると認められた場合、雇用主から適合事業者
へ報告が行われるよう必要な措置を講じる必要がある。

⚫ また、行政機関から通知（疑義が生じた旨）を受けた場合、適合事業者は、その内容を当該派遣労働者を雇用する
事業主に通知する必要がある。

◼ 個人情報の厳格な利用制限
⚫ 適合事業者は、適性評価の実施に際して取得した評価対象者の個人情報を適切に管理することが契約で義務付
けられる。

⚫ 評価対象者が同意をしなかった事実や評価結果は、重要経済安保情報の保護以外の目的のために利用し、又は提
供してはならない。
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参考資料
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72特定社会基盤事業者として指定された者（1）

出典：https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/infra/doc/infra_jigyousya.pdf
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出典：https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/infra/doc/infra_jigyousya.pdf
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出典：https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/infra/doc/infra_jigyousya.pdf

特定社会基盤事業者として指定された者（3）
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出典：https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/infra/doc/infra_jigyousya.pdf

特定社会基盤事業者として指定された者（4）
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出典：https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/infra/doc/infra_jigyousya.pdf

特定社会基盤事業者として指定された者（5）
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出典：https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/infra/doc/infra_jigyousya.pdf

特定社会基盤事業者として指定された者（6）
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出典：https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/infra/doc/infra_jigyousya.pdf

特定社会基盤事業者として指定された者（7）
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出典：https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/infra/doc/infra_jigyousya.pdf

特定社会基盤事業者として指定された者（8）
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80特定社会基盤事業者として指定された者（9）

出典：https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/infra/doc/infra_jigyousya.pdf
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出典：https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/infra/doc/infra_jigyousya.pdf

特定社会基盤事業者として指定された者（10）



© KDDI Research, Inc.

82

出典：https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/infra/doc/infra_jigyousya.pdf

特定社会基盤事業者として指定された者（11）
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83特定社会基盤事業者として指定された者（12）

出典：https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/infra/doc/infra_jigyousya.pdf
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84特定社会基盤事業者として指定された者（13）

出典：https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/infra/doc/infra_jigyousya.pdf






	スライド 1: 我が国におけるセキュリティ・クリアランス法制の動向 「重要経済安保情報保護活用法」
	スライド 2: 目次
	スライド 3: エグゼクティブサマリ（本書の位置づけ）
	スライド 4: エグゼクティブサマリ（制度の概要）
	スライド 5: エグゼクティブサマリ（制度の概要）
	スライド 6: エグゼクティブサマリ（例：電気通信事業者への影響と求められる対応）
	スライド 7: 各内容のマッピング
	スライド 8: 「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律」の制定背景と法の目的
	スライド 9: 重要経済安保情報保護活用法の概要
	スライド 10: 法律制定の背景：変化する安全保障を取り巻く環境
	スライド 11: 法律制定の背景：変化する安全保障を取り巻く環境
	スライド 12: 法律制定の背景：変化する安全保障を取り巻く環境
	スライド 13: 顕在化するリスク（1）：サプライチェーン・リスク
	スライド 14: 顕在化するリスク（2）：基幹インフラへの脅威と技術の流出
	スライド 15: 経済安全保障における技術の重要性と流出リスク
	スライド 16: 安全保障上のギャップと民間ビジネスの機会損失
	スライド 17: 重要経済安保情報保護活用法の目的と期待される効果
	スライド 18: 重要経済安保情報保護活用法への反映
	スライド 19: 「重要経済安保情報」の定義
	スライド 20: 重要経済安保情報の指定プロセスと「重要経済基盤」の定義
	スライド 21: 重要経済安保情報の指定プロセスと「重要経済基盤」の定義
	スライド 22: 重要経済安保情報の指定プロセスと「重要経済基盤」の定義
	スライド 23: 「重要経済基盤」の定義（重要インフラ編）
	スライド 24: 「重要経済基盤」の定義（重要インフラ編）
	スライド 25: 「重要経済基盤」の定義（サプライチェーン編）
	スライド 26: 「重要経済基盤」の定義（サプライチェーン編）
	スライド 27: サプライチェーン強靱化制度の概要図
	スライド 28: 特定重要物資の安定供給確保の取組について
	スライド 29: 重要経済基盤保護情報該当性：第一号
	スライド 30: 重要経済基盤保護情報該当性：（第2号〜第4号）
	スライド 31: 重要経済安保情報として指定するためのその他要件
	スライド 32: 行政機関による情報指定と民間事業者の位置づけ
	スライド 33: 電気通信事業者への影響
	スライド 34: 重要経済基盤としての電気通信事業者の位置づけ
	スライド 35: 重要経済基盤としての電気通信事業者の位置づけ
	スライド 36: 重要経済基盤としての電気通信事業者の位置づけ
	スライド 37: 重要経済基盤としての電気通信事業者の位置づけ
	スライド 38: 電気通信事業者が行う事業と重要経済安保情報の関連性
	スライド 39: 政府からの委託調査と適合事業者としての位置づけ
	スライド 40: 適合事業者に求められる認定要件
	スライド 41: 適合事業者と管理体制
	スライド 42: 適合事業者：重要経済安保情報の取り扱いを認められる主体
	スライド 43: 適合事業者：重要経済安保情報の取り扱いを認められる主体
	スライド 44: 適合事業者：重要経済安保情報の取り扱いを認められる主体
	スライド 45: 適合事業者の二つのパターンと認定プロセス
	スライド 46: 適合事業者の二つのパターンと認定プロセス
	スライド 47: 認定前の事業者の選定
	スライド 48: 選定後のプロセス：認定申請書の提出
	スライド 49: 選定後のプロセス：認定に向けた14項目の審査
	スライド 50: 選定後のプロセス：14項目の審査
	スライド 51: 適合事業者の認定審査基準
	スライド 52: 適合事業者の認定審査基準：施設設備と物理的セキュリティ
	スライド 53: 適合事業者としての契約終了と対外的な公表の留意点
	スライド 54: 適合事業者の選定実務と公表の留意点
	スライド 55: 適性評価の実務
	スライド 56: 適性評価の目的と基本原則
	スライド 57: 適性評価の目的と基本原則
	スライド 58: 適性評価を受ける者（評価対象者）の基準
	スライド 59: 適性評価を受ける者（評価対象者）の基準
	スライド 60: 適性評価を受ける者（評価対象者）の基準
	スライド 61: 適性評価を受ける者（評価対象者）の基準
	スライド 62: 適性評価を受ける者（評価対象者）の基準
	スライド 63: 適性評価の調査プロセス
	スライド 64
	スライド 65: 適性評価の調査プロセス
	スライド 66: 適性評価の調査プロセス：質問票例
	スライド 67: 重要経済安保情報漏洩リスクの判断要素
	スライド 68: 適合事業者に課される報告義務
	スライド 69: 適性評価における個人情報の保護と利用制限
	スライド 70: 評価対象者の範囲拡大と派遣労働者に関する義務
	スライド 71: 参考資料
	スライド 72: 特定社会基盤事業者として指定された者（1）
	スライド 73: 特定社会基盤事業者として指定された者（2）
	スライド 74: 特定社会基盤事業者として指定された者（3）
	スライド 75: 特定社会基盤事業者として指定された者（4）
	スライド 76: 特定社会基盤事業者として指定された者（5）
	スライド 77: 特定社会基盤事業者として指定された者（6）
	スライド 78: 特定社会基盤事業者として指定された者（7）
	スライド 79: 特定社会基盤事業者として指定された者（8）
	スライド 80: 特定社会基盤事業者として指定された者（9）
	スライド 81: 特定社会基盤事業者として指定された者（10）
	スライド 82: 特定社会基盤事業者として指定された者（11）
	スライド 83: 特定社会基盤事業者として指定された者（12）
	スライド 84: 特定社会基盤事業者として指定された者（13）
	スライド 85
	スライド 86

